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第1章 計画概要 

1.1 計画の目的 

本計画は、相良村総合計画に掲げる「川辺川の魅力が広がる村」、相良村総合戦略に掲げる「移住定住

促進・交流人口拡大の推進」及び令和２年豪雨災害を受けて策定した相良村復興計画・復興村づくり計

画で「復興を後押しする事業」として位置づけた取り組みで、地域住民や関係機関と連携を図りつつ相

良村の自然・人・歴史文化等の地域資源を活用した幅広い事業で、川辺川をはじめとする相良村の魅力

創造を図り、川辺川の魅力を村内外に発信し、地域活性化・関係交流人口の増加につなげるための拠点

整備を進めるための計画です。 

拠点整備を進めるにあたり、地域住民や関係団体等の意向を把握するための調査や整備及び持続可能

な管理運営の基本となる計画を策定し、本計画に基づく整備に向けた基本設計を行いました。 

1.2 計画の位置づけ 

上位計画と一体性を確保した計画として策定します。 

 

 

図－ 1.1 計画の位置づけ  

川辺川の魅力が広がる村 

移住定住促進・交流人口拡大 

復興を後押しする事業 
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1.3 計画策定の流れ 

計画は、相良村の宝である清流「川辺川」を核とした村の魅力を地域内外に発信するため、職員や村

民を対象としたワークショップ（川辺川大作戦会議）や、様々な実証実験などを実施し、取組みを通じ

いただいた御意見を取りまとめたうえで、相良村魅力創造会議にて、計画の内容について協議を行い作

成しました。 

なお、ワークショップ実施結果の概要や、実証実験後のアンケート結果は巻末資料に掲載します。 

 

 

 

 

 

図－ 1.2 計画策定の流れ 

  

地区住民・ 
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1.4 本計画書の構成 

本計画書の構成は、下図のとおりです。 

第 1 章は本計画の策定の流れや構成などの概要を、第 2 章～4 章は拠点整備を進めるにあたって踏ま

えておくべき村全体に関わる内容を、5 章は 4 章までの内容を踏まえた交流拠点の整備計画を、第 6 章

は交流拠点の管理・運営方法に係る内容を、7 章は事業全体のスケジュールに関わる内容を掲載してい

ます。 

 

 

 

 

図－ 1.3 本計画書の構成 
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第2章 相良村の状況と近年の地域づくりの動き 

2.1 相良村の現状 

 地勢 

相良村は、熊本県の南部、球磨郡のほぼ中央に位置しており、北緯 32 度 13 分、東経 130 度 47 分の

地点に位置し、総面積は、94.54㎢となっています。 

村の中央には、川辺川が北から南へ貫流し、村の中流域から下流域にかけ平野が拓け、水田や畑が広

がる典型的な農業地帯となっています。 

村の森林面積は、6,986haで、総面積の 74％を占めています。 

 

 

 

 

図－ 2.1 人吉・球磨地方の中央に位置する相良村 
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2.1.1.1 人口 

令和 2 年の国勢調査における相良村の人口は 4,070 人となっており、平成 12 年から約 26％減少し

ています。 

また、令和 2 年の年少人の占める割合は 11％と平成 12 年と比べて微減ですが、人数は 437 人と平

成 12に比べほぼ半減しており、少子化も深刻な状況です。年齢階層別人口は 65歳以上が 43％と全国

平均の 28％を大きく上回っており、高齢化も進行しています。 

 

 

 

図－ 2.2相良村の人口・世帯数の推移 

出典：国勢調査 

 

 

図－ 2.3相良村の年齢階層別人口の推移 

出典：国勢調査 
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2.1.1.2 産業 

相良村は、恵まれた自然を活かして、農業を基幹産業としており、米・茶・栗・メロン・イチゴを

主産品としており、この他にも、ズッキーニなど様々な農作物が生産されています。 

特にお茶は、高原地区と四浦地区を中心に栽培されており、品質は農林水産大臣賞を受賞するなど、

高い評価を受けています。また、作付け面積は約 100haで、熊本県で１位、全国の市町村で 42位とな

っています。 

近年では、牛舎の規模拡大や新規の養鶏業者の参入により畜産の飼養数が増加していることから、

畜産産出額は増加しており、畜産物の市町村別の農業産出額は県内第 3位となっています。 

しかし、農家戸数と経営耕作面積は年々減少傾向にあり、また、令和 2年 7月豪雨災害で、川沿い

の農地は甚大な被害を受けました。 

 

図－ 2.4相良村農業産出額 

出典：国勢調査 

 

図－ 2.5相良村の農家戸数と経営耕作面積の推移 

出典：農林業センサス 
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2.1.1.3 交通 

相良村へのアクセスは、自家用車が主な手段となり所要時間は九州新幹線の新八代駅からは約 40分、

福岡市内から約 3時間、鹿児島・宮崎からは約 1時間となっています。また、人吉球磨地域の拠点であ

る人吉市からは約 10分で村役場までアクセスできます。 

相良村内の地域公共交通は、鉄道、路線バス、予約型乗合タクシーが運行しています。 

（鉄道） 

くま川鉄道は人吉-湯前間を結ぶ鉄道で、令和 2 年 7 月豪雨災害により球磨川第 4 橋梁をはじめ

とした設備等が被災し、令和 3 年 11 月 28 日に肥後西村～湯前間での部分運行が再開されていま

す。 

現在、運休区間（村内含む）においては、バスやタクシーによる代替輸送が行われており、令和

7年の全線復旧に向けた工事が進められています。 

（バス） 

本村を走る路線バスは、産交バスが運行する人吉-五木間を結ぶ五木線（柳瀬経由、茶湯里温泉経

由、変電所経由）、人吉-湯前間を結ぶ湯前線、人吉-多良木間を結ぶ多良木線の 3路線があります。   

いずれも、運行便数は往復 10便/日前後であり、移動手段を持たない高齢者や高校生の通院・通

学手段として利用されています。 

（予約型乗合タクシー） 

運行はタクシー事業者に委託し、事前登録・予約制で自宅から村内の病院、JAくま相良店、茶湯

里温泉、役場まで利用可能です。 

図－ 2.6路線バスの系統別運行状況 

出典：令和 5年 3月『相良村地域公共交通計画』  
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 自然環境 

 川辺川 

川辺川は、その源を雁俣山（標高 1,315m）に発し、葉木川、樅木川、小原川、小鶴川、梶原川、五

木小川などを合わせた後、相良村の中央部を北から南に流れ、柳瀬地区で球磨川に流入する球磨川の

右支川で、流路延長は 48.55km、流域面積は 533.6km2、で、人吉盆地で球磨川に合流しています。 

川辺川の水質は、2006 年（平成 18 年）から 17 年連続で「水質が最も良好な河川」となっており、

日本で最も長く清流を保っている川です。 

水際の河原にはタコノアシやツルヨシ群落の植生が分布していて、水域にはアユ、オイカワ等の魚

類が生息しています。村北部の兎群石山付近や川辺川沿いのエリアは、五木五家荘県立自然区域に含

まれています。 

  

図－ 2.7 川辺川の自然公園と支川位置 

出典：『球磨川水系河川整備計画【県管理区間】』 

 

 川辺川のアユ釣り 

川辺川のアユ釣りは、廻り観音付近や相良大橋、境田橋などが主要な釣り場として知られています。

シーズン（6月～10月）には、本格的な鮎釣りを楽しむ人の姿が多く見られます。 

いずれの釣り場も、釣り客を対象とした駐車場や階段、案内板が設けられておらず、知っている人

のみが辿り着ける場所となっています。 

 伝統 

四浦和紙は相良村に古くから伝わる和紙づくりで引きに強く破れにくい良質な和紙として有名で

す。相良家の御用紙として重宝された記録が、明治前期の資料に残されています。当時の熊本県から

も「相良家の御用紙を製造した最も歴史ある村落。遠隔地のため注目を浴びていないが、製紙地とし

て有望」と評価を受けています。 

川辺川（観音橋付近から上流方向を望む） 
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現在も四浦和紙を後世に伝えるべく、八代市の「宮地和紙」の職人を学校に招いて生徒に紙漉き体

験をさせ、子どもたちによる卒業証書作りを行っています 

2.1.3.1 歴史・文化 

 相良三十三観音めぐり 

人吉球磨にある 33 か所の札所のうち、相良村には 14 番札所の十島観

音、15番札所の蓑毛観音、16番札所の深水観音、17番札所の上園観音、

18番札所の廻り観音の 5ヶ所の札所があり、毎年、秋に行われる一斉開

長では、県内外から多くの参拝者が訪れます。 

 日本遺産 

2015 年度に文化庁が「日本遺産」認定制度を創設しました。人吉球磨地域は全国 17 地域ととも

に、熊本県の第 1号として、選出されました。相良村内の構成文化財としては、十島菅原神社があ

ります。 

人吉球磨の日本遺産ストーリー 

相良 700年の歴史が明らかにするのは、領主と民衆が心をひとつにした物語 

人吉球磨の日本遺産ストーリーの主役である相良氏。その相良氏の 700年にわたる統治は、鎌倉幕府の命令で、

遠江国相良荘（現在の静岡県）から人吉球磨地域に派遣されてきたことからはじまります。 

当時の人吉球磨地域は、その土地土地の豪族がそれぞれの地を治めていました。相良氏は、領地を広げながら、

旧来の豪族を滅ぼしてきましたが、ここで相良氏がとった行動民衆の心をつかむある秘策でした。新しい領主は、

それまでの豪族の統治下におけるすべての文化を壊し尽くし、ゼロから出発することが多かったなか、相良氏はそ

の土地に根付く文化、建造物、心のよりどころとなるものを認め、寛容に受け入れてきました。民衆の心に取り入

るという思惑があったにせよ、結果的に相良氏統治以前の文化財が、今の世に受け継がれてきたことにつながって

いるわけです。 

相良氏が 700年の長いあいだ、同じ領地で存続することができた理由は、日本史の転換期といわれる時期に、首

尾よく情勢を分析し、そのときに最良の判断をした家臣たちの姿があります。時代を読むちから、動向を分析でき

る能力をもった人たちの存在、そして相良氏のもつ寛容さ。統治がうまくいけば、藩の財政も良くなり、当然のこ

とながら、民衆は領主と民衆が心をひとつにして、地域の文化を守り、そして新しいものを取り入れて、独自の文

化として昇華してきた歴史が刻まれています。 

 

表- 2.1村内の日本遺産構成文化財 
 十島菅原神社 

文化財体系 有形文化財/重要文化財 

年 代 安土・桃山時代 

概 要 十島菅原神社は、「麻郡神社私考」によると弘安

年間（1278～1287）草創とある。また棟札に正平

26年（1372）に再興されたという。その後も永享

年間（1429～1440）に 9代相良前続による修造、

文明 19年（1487）に 12代相良為続による修造、

天文 9年（1540）に 16代相良長唯（義滋）による

修造、文禄 5年（1596）に 20代相良長毎による修

造が行われ、現在の姿はこの文禄 5年の修造の姿

を残している。「十島」の名の由来は、境内の池

に浮かぶ 10 の人工島によるもので、最大の島に

本殿が造立されている。こけら葺きの本殿が茅葺

きの覆屋で守られている形、拝殿と社務所がＬ字形に配置されていることなど、人吉球磨地

方に見られる独特な神社建築を現在に見ることができる。 

ストーリー
の位置づけ 

この地域で最大の天神様として、領主から民衆まで信仰を集めた神社。 
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2.2 上位・関連計画 

本計画の策定にあたっては、令和 2年 7月豪雨災害を受け策定した「相良村復興計画」及び「相良村

復興むらづくり計画」に基づき、最上位計画である「第 6次相良村総合計画」、その他の関連計画との整

合を図りながら策定しました。 

 

表- 2.2相良村の主な計画一覧 

計画名 策定年 目標年次 

第６次相良村総合計画 令和元年 令和 10年（2028年） 

相良村復興計画 令和 3年 3月 令和 3年 3月 

相良村復興むらづくり計画（改訂版） 令和 5年 3月 令和 10年（2028年） 

第２期相良村まち・ひと・しごと創生総合戦略 令和 2年 12 月 令和 6年（2024 年） 

 

 第６次相良村総合計画 

第 6次総合計画は、人口減少時代の 10年先を見据えて令和元年に策定しました。令和 10年（2028

年）を目標年次として「10年後への贈り物となる総合計画」をコンセプトとした計画です。 

 施策の体系 

基本構想では 6つの未来像を設定し、その実現に向けて基本計画は「暮らし」、「福祉」、「産業・環

境」、「教育」、「行財政・住民参加」の 6つの分野に分けて施策を掲げています。 

 

図－ 2.8施策の体系 
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 基本構想 

施策の体系にあるとおり、ブランド力のある村、安心・安全な生活を支える村、川辺川の魅力が広

がる村、高齢者がいつまでも現役の村、子供の未来を地域で育てる村、豊かさが循環する村の 6つの

未来像に基づく構想となっています。 

 

ブランド力のある村 安心・安全な生活を支える村 

川辺川の魅力が広がる村 高齢者がいつまでも現役の村 

子供の未来を地域で育てる村 豊かさが循環する村 

 

 相良村復興むらづくり計画（改訂版） 

 復興の基本理念・基本方針 

令和 2 年 7 月豪雨からの早期の復旧・復興を図るため、『未来につなげるむらづくり』の基本理念

のもと、それを支える 3つの基本方針を掲げています。主として、防災に関連するハード・ソフト面

での短期的・重点的な取組みや地域資源を活かした創造的復興の実現に向けた取組みの方向性を示す

計画です。 

 

図－ 2.9相良村復興関連計画の位置づけ・相良村復興計画の基本理念 

 

 

図－ 2.10復旧・復興に向けた方向性 
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 相良村の魅力を活かした地域活性化の推進 

復興むらづくり計画では、令和 2年 7月豪雨からの創造的復興のシンボルとして、廻り観音周辺で、

川辺川の魅力を村内外に発信し、川辺川を中心とした周辺自然環境を活かした地域活性化事業として

川及び自然を直接的に楽しむ体験型施設（鮎ヤナ場、キャンプ場等）や、村内外の人が交流できる拠

点施設を整備していく考え方を示しています。 

また、河川管理者等の関係者と連携しながら当該事業と一体となって堤防や護岸等を整備し、地域

の歴史・文化及び観光基盤と調和する景観を保全・創出し地域活性化を図る「かわまちづくり」の取

組みを考え方を取り入れることも想定しています。 

 

図－ 2.11川辺川魅力創造事業による新たな魅力整備イメージ 

 

 地域活性化の基盤強化となる「さがらムーブ」プロジェクトの推進 

地域活性化の基盤強化となる「さがらムーブ」プロジェクトの推進。まち・ひと・しごと創生「総

合戦略」に基づき、村民及び移住者等が住み続けたいと思える村・元気あふれる村にするため、地域

活性化の基盤強化となる取組みであるプロジェクト「さがらムーブ」として、商品開発や各種 SNSに

よる広報展開、移住定住に向けた情報整理、人材発掘等を実施していくこととしています。 

 

図－ 2.12さがらムーブ 
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 交流拠点整備事業 

地域住民が気軽に集い交流し、誰もが生き生きと活動でき、村外で生活する多様な人たちに本村の

魅力を伝えることもできる地域活性化につながる交流拠点整備を進めていくとしています。 

 

図－ 2.13 整備イメージ 

 

2.3 近年の地域づくりの動き 

本計画は観光や川づくり、自然環境保全等も含む近年の全国的な潮流やニーズ及び地域づくりの動向

も踏まえて、次のような視点も持ちながら策定しました。 

1） 観光振興に関わること 

① ワ―ケーション＆ブレジャー 

ワーケーションは Work(仕事)と Vacation(休暇)を組み合わせた造語で、テレワーク等を活用

し、普段の職場や自宅とは異なる場所で仕事をしつつ、自分の時間も過ごすことです。 

ブレジャーとは Business(ビジネス)と Leisure(レジャー)を組み合わせた造語で、出張等の機

会を活用し、出張先等で滞在を延長するなどして余暇を楽しむことです。コロナ禍を経たテレワ

ークの普及や働き方の多様化を踏まえて、「より長期かつ多くの旅行機会の創出」や「旅行需要の

平準化」につながるものとして、また働き方改革や企業の経営課題への対応に寄与し、地域活性

化等にも資する意義を有するものとして、普及・定着に向けた取組が推進されています。 

② 第２のふるさとづくり（何度も地域に通う旅、帰る旅） 

再来訪の理由・目的の創出を図るもので、地域関係者の幅広い参画の下、地域住民と旅行者が

関係性を深める体験コンテンツ、滞在環境及び移動環境整備を推進しています。地域への来訪の

高頻度化、滞在の長期化、地域との多様な接点による個人消費の増進等を図り、地域が一体とな

った地域活性化を目指すものです。 

③ 持続可能な観光（サスティナブルツーリズム） 

サステナビリティに関心の高い旅行者は、地域の本質に触れる深い体験価値や、観光を通じた

地域への貢献を重視する傾向も強いとされています。こうしたニーズを満たすだけでなく、豊富
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な地域資源を未来に継承していくために、旅行者が自然・文化・歴史・産業等地域の本質を味わ

いながら、地域への貢献を実感できるコンテンツを造成するとともに、旅行者の観光行動による

恩恵を地域の経済・社会・環境へ還元する好循環を生むのが、サスティナブルツーリズムです。 

④ インフラツーリズム 

インフラを観光資源としてより積極的に活用する「インフラツーリズム」が注目されています。

近年頻発化・激甚化する災害への対策が求められるなか、インフラの存在や役割について、多く

の方々に理解していただくことが重要であり、その手段のひとつとして観光を通じて楽しみなが

ら意義を伝えていくことが、より一層求められてきています。 

2） 農山漁村振興に関わること 

持続可能な農村を創造するために、農村のファンとも言うべき「農村関心層」を創出し、農村地域

の関係人口である「農的関係人口」の創出・拡大や関係の深化を図る動きです。農的関係人口は、都

市部にいながら農村に関わる形から、農村での仕事への関わりや継続的な農村への訪問を経て、実際

に生活の拠点を農村に移す形に至るまで、徐々に段階を追って農村への関わりを深めていくことで、

農村の新たな担い手へとスムーズに発展していくことが想定されています。 

① 農山漁村関わり創出 

農繁期の手伝いや地域資源の保全等の農山漁村での様々な活動について、農山漁村に興味があ

る多様な人材が関わることができる仕組みを構築する取組が行われています。 

② 農泊の推進 

農泊は農山漁村地域に宿泊し、滞在中に豊かな地域資源を活用した食事や体験等を楽しむ農山

漁村滞在型旅行であり、地域資源を観光コンテンツとして活用し、インバウンドを含む国内外の

観光客を農山漁村に呼び込み、地域の所得向上と活性化を図っています。 

3） 河川整備に関わること 

① 緑の流域治水 

流域治水は、気候変動に伴い頻発・激甚化する水害・土砂災害等に対し、防災・減災が主流と

なる社会を目指し、河川に係る対策をより一層加速するとともに、集水域から氾濫域にわたる流

域のあらゆる関係者で水災害対策を推進する考え方で、全国で取組みが進められています。 

熊本県は令和 2年 11月 19日、令和 2年 7月豪雨により甚大な被害を受けた球磨川流域の治水

の方向性として、河川の整備だけでなく、遊水地の活用や森林整備、避難体制の強化を進め、さ

らに、自然環境との共生を図りながら、流域全体の総合力で安全・安心を実現していく「緑の流

域治水」の考え方を表明しました。その後、国・県・流域市町村をはじめあらゆる関係者が協働

し、まちづくりと連携した取組みが進められています。 

② かわまちづくり 

地域が持つ「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村や民間事業者、地域住民

と河川管理者が連携の下、「河川空間」と「まち空間」が融合した賑わいある良好な空間形成を目

指す取組みです。かわまちづくりを促進するため、平成 21年度に「かわまちづくり」支援制度が

創設され、河川管理者がハード・ソフト面で支援を行っています。 
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4） 環境に関わること 

① 多自然川づくり 

多自然川づくりとは、河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調

和にも配慮し、河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・

創出するために、河川管理を行うことです。なお、平成 30年 6月には、『美しい山河を守る災害

復旧基本方針』が策定されました。近年頻発する水災害に対して河川の改良を行い、再度災害を

防止する改良復旧事業等で、復旧現場に携わる技術者が、多自然川づくりという視点を踏まえ円

滑に改良復旧計画を立案するための指針となっています。 

② カーボンニュートラル 

現在、日本は年間で 12 億トンを超える温室効果ガスを排出しており、2050 年までに、これを

実質ゼロにする必要があります。環境省は、新たな地域の創造や国民のライフスタイルの転換な

ど、カーボンニュートラルに向けた需要創出の観点に力を入れながら、取組を推進しています。 

③ グリーンスローモビリティ 

グリーンスローモビリティは、時速 20km 未満で公道を走ることができる電動車を活用した小

さな移動サービスで、その車両も含めた総称です。導入により、地域が抱える様々な交通の課題

の解決や低炭素型交通の確立が期待されています。 
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第3章 本計画策定に向けた取組 

3.1 川辺川魅力創造発展事業（実証実験） 

 実証実験の概要 

実証実験は相良村を体感できる拠点施設（やな場やキャンプ場を併設）整備に必要な機能・規模を

決めるとともに、廻地区の賑わいづくりに向けた村の取組みを村民へ周知することを目的とした内容

で行いました。 

なお、実施に必要な事業費は熊本県の「夢チャレンジ推進事業補助金」を活用しました。 

表- 3.1実施概要 

開 催 日 イ ベ ン ト：令和 4年 11月 26日（土）～令和 4年 11 月 27日（日） 

令和 5年 9月 30日（土）～令和 5 年 10月 1 日（日） 

お試しキャンプ：令和 4年 11月 26日（土）～令和 4年 11 月 27日（日） 

令和 4年 12 月 11日（土）～令和 4 年 12月 12日（日） 

令和 5年 9月 15日（金）～令和 5 年 10月 15日（日） 

会  場 相良村大字川辺廻り観音周辺 

内  容 令和４年度 

茶会：移動式茶屋を制作し、廻り観音周辺にて茶会を開催。 

   相良茶の提供・鮎の塩焼きの提供・くりくり団子等の提供 

お試しキャンプ：寒い時期でのキャンプを実施。 

 

令和５年度 

茶会：移動式茶屋を活用し、廻り観音にて茶会を開催。食との連携も実施。 

川遊び：川辺川を体一つで下る体験。SUP体験を実施 

体験型 WS：鮎やな場制作体験。鮎の塩焼き体験。火起こし体験を実施。 

お試しキャンプ：長期間のキャンプを実施。 

参加者 令和４年度 175名 

令和５年度 300名 

周知方法 各種 SNS・チラシ/ポスター配布・新聞 

運営主体 相良村観光協会 

協力機関 国土交通省川辺川ダム砂防事務所・熊本県球磨川流域復興局/河川課/球磨地域振興局

維持管理調整課・球磨川漁協組合・相良村森林組合・ 

実証結果の

抽出方法 

アンケート調査及び参加者への聞取り調査による 

※実施については、紙媒体・WEB 
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 実施結果 

実証実験を実施し、参加者からのアンケート調査や聞取調査により抽出された結果は以下のとおりで

す（一部抜粋）。 

 参加者の属性 

村内外から多くの参加者があり、遠くは埼玉県や栃木県からの参加もありました。交流拠点整備に

おいても村内だけや熊本県内だけでなく、川辺川や村の魅力を活かし、県外や九州外の広い範囲から

の集客が期待されます。 

年齢層も幅広く、お茶の飲み比べや鮎やな体験など年配の方でもゆっくり滞在して楽しむことがで

きる内容と、SUP やサウナテントなど若者に人気のアクティビティを実施し、比較的バランス良く多

様なニーズに応えることができた結果と考えられます。 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 3.1 参加者の属性（居住地・年代） 

 参加の動機 

参加の主な動機として、「鮎やお茶への興味」や、「子どものため」の参加、「川辺川のほとりでキャ

ンプしたかった」などの回答がありました。最も回答が多かったのは「茶会」で、多くの人が美味し

いお茶や鮎に期待をもったこと、また、誰でも気軽に楽しめる企画内容になっていたことが、参加動

機に繋がったと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 3.2 参加の動機  
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 茶会について 

移動式茶屋を設置し、村内の若手農家による相良茶の飲み比べを体験してもらいました。アンケー

ト結果からは「良かった」、「今後また参加したい」との回答が全体の約 7割を占めました。 

お茶は味自体のおいしさだけではなく、「入れ方の説明を聞けたこと」、「飲み比べできたこと」、

「川を見ながらお茶を飲めたこと」など、色々な楽しみ方を提供できたことが良い評価に繋がった

と考えられます。「相良村産のお茶を飲みたいから来た」と、イベント参加の動機にもなっていまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 3.3茶会について 

 

 

 

 

 

 

川辺川のほとりでの飲食がとても好評で、絶景ポイン

トで飲む「相良茶」には魅力があり、また、相良茶の

特産品としての価値を更に向上させることが可能だと

わかりました。 
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 鮎やなづくり体験について 

やな場づくり体験の指導は、球磨川漁業協同組合の方が指導者となり、小さい子どもや学生が真剣

な様子で習う姿が見られました。アンケート結果からは「村の伝統の学びの良い機会になった」こと

が分かります。新たな交流拠点においても、世代を超えた、村内外の交流を促進する機会として、村

の伝統を伝える場として、期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 3.4 鮎やな体験について 

 

 

 

 

 

鮎やな設置に向けた課題が確認でき、また、参加者

の知見の向上に繋がりました。 

鮎の塩焼きは大人に人気で、子供には鮎焼き体験が

人気でした。 

・川漁師の皆様の親切で丁寧な指導が好評でした。 

・高齢者と子どもたち、村民と来訪者とが直接交流

できる場となり、今後の整備の方向性のヒントを

得ることができ、良い機会となりました。 

・「川辺川でとれた鮎を初めて食べた。とても美味し

かった」と味も好評でした。 
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 川遊びについて 

 川遊びは、小さい子供から大人まで人気で、秋に差し掛かった中でも楽しまれていました。川を体だ

けで下る体験は、ライフジャケットと川下に配置した監視員のおかげで楽しく・安全に遊べることが確

認できました。また、SUP（スタンドアップパドルボート）は学生や大人に人気で、コツが掴めると簡

単に乗ることができ、川辺川の水流の中でも楽しむことができました。SUP から見る川辺川は、陸から

見る川の美しさを何倍にも体感でき、水質が良好な事を目視で確認できました。 

 川遊びの中で重要だったことは、川に容易に近づける環境であり熊本県協力のうえ設置した、仮設階

段は、小さい子供さんでも安全に川にアクセスできることも重要であることが、実証の中で確認できま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全に遊べる川遊びは人気があることがわかりました。 

川へ近づける手段（階段）が重要だとわかりました。 

・子どもから大人まで、幅広い年齢層の人が、岩から飛び

込んで流れに身を任せて遊んだ、SUPなど様々な川を利用

したアクティビティを行いました。 

・「１日目に川遊びを体験し、楽しかったから 2日目も来

た」との意見がありました。 

・特に仮設階段の設置をしたことによって、これまで廻り

観音側から難しかった水辺へのアクセスが容易になり、

川に入らない人も含め、多くの人が近づく様子が見られ

ました。 
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 お試しキャンプについて 

未整備の箇所でのキャンプにも関わらず、川のほとりでのキャンプ参加者のうち約 8割が「良かっ

た、今後また参加したい」と回答しました。アンケート結果から、好評を得た理由が「川のすぐそば

でキャンプできたこと」や「鮎やおにぎりなどの食が楽しめたこと」、「川へ降りる階段が用意されて

いたこと」「テントサウナが体験できたこと」等であることが分かりました。計画では、川辺川の魅力

をより味わえる川のほとりをキャンプ場として提供することが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 3.5お試しキャンプについて 

 

 

気軽に来れるキャンプ場を期待されていることがわかり

ました。 

整備するために必要な機能（トイレ等）の課題も確認で

きました。 

・8区画の募集枠は全て予約で埋まりました。 

・整備前で環境が十分整っていないにも関わらず、川辺

川のほとりでキャンプを行えること自体が、高く評価

されていました。 

・キャンプ体験に参加した人の多くが、テントサウナや

川遊びなど、その他の体験も楽しんでいました。 

・夜間にはライトアップを行い、昼間にはない魅力の楽

しみ方が体験できという声がありました。 

・多くの体験者が川の体験で冷えた体をサウナで温めた

り、サウナで熱くなった後に、直接川辺川に飛び込ん

だり、水辺に設置した椅子でくつろいだりしている様

子が見られました。 

・テントサウナを今回体験できなかった人からも、「参

加したかった」、「次回は体験してみたい」との声が多く

ありました。 
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3.2 視察研修 

令和５年９月２１日（木）～ ２２日（金）に行政、民間合わせて約 20名が参加、菊池市・日田市・

中津市において視察研修を実施しました。地域づくりの先進事例場所に同行、現地で実際に活動されて

いる方々から、各取組みの理念や内容、施設の運営方法等について直接お話を聞くことができ、知見を

深めることができました。視察後のアンケートでは、「鮎やなの設置の考え方や運営が分かった」「事例

と同様のことが出来れば、村のためになりそう」といった今後の事業推進に繋がる意見が出ていました。 

表- 3.2視察から得られた知見の概要 

視察先 主な内容 

迫間川 

（菊池市／ 
かわまちづくり、菊池市 
ふるさと創生市民広場） 

・水辺へのアクセスの方法（階段、ス

ロープ、飛び石） 

・維持管理（堆積土砂の撤去） 

・市民広場の利用状況（半屋外施設） 

三隈川 

（日田市／日田漁協、鮎やな） 

・鮎やなの管理（初夏の設置・シーズ

ンオフの撤去） 

・レストランの経営課題（シーズンオ

フの運営）など 

庄手川 

（日田市／温泉街） 

・川のアクティビティ、水辺の活かし

方（水辺の散策、S UP、屋形船）など 

・SUP やライフジャケットの倉庫（コ

ンテナ活用） 

玖珠川 

（日田市／天ヶ瀬温泉） 

・水害からの復興の歩み 

・移住者によるカフェ経営 

・地域資源としての川との関わり方

「それでも川が好き」など 

山国川 

（中津市、上毛町、吉富町） 

・水害からの復興 

・河川景観の整備など 

（自然石積護岸、河川景観整備のルール） 

・移住者が多くカフェなどを経営 

NINAU、ENTO 

（日田市／日田駅２階） 

・進学で市を出た中・高校生が戻って地元企業で働く

ことに繋げる官民連携の取り組み（日田市に魅力的

な仕事があることの周知） 

・企業を廻る高校生のバスツアー 

・学校の総合学習の時間に日田の大人が授業 

おすそわけ野菜のレストラン

松原 

（日田市／松原ダム隣） 

・高齢者の見守りと生き甲斐づくり 

・高齢者から野菜を買い取りレストランで提供 

・残った野菜は無駄にならないよう会員に有料で配布 

田来原美しい森づくり公園 

（日田市／ 

ダム残土処理跡地） 

・利用の促進（マウンテンバイク）で、森林の維持
管理を持続可能にする取組み 

・林業の作業道開設のスキルの活用と、スキルの向
上、新しい仕事の開拓 

・マウンテンバイクコースは令和６年４月にオー
プン予定 

・森の管理（伐採・搬出）は森林組合に委託 

菊池市民広場の半屋外施設 迫間川の飛び石 

鮎やな 鮎やなレストラン 

玖珠川 

ENTO(日田駅２階) 

AMAMIRA cafe 

川の体験道具を収納する倉庫庄手川と汲場 

（この場所で SUP を実施） 

景観ルールに基づき整備された護岸 

マウンテンバイクコース 

レストラン外観 
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3.3 川辺川大作戦～この宝物のスゴさをみんなで考える～（ワークショップ） 

川辺川の魅力を発見するための意見交換会として、3回にわたりワークショップを実施しました。 

回を重ねるごとに参加者も増加し、住民・職員・関係機関が入り混じるワークショップとなり、多

くの意見や課題が抽出されました。 

第 1回大作戦会議  

日時 令和 5年 6月 6 日（火）  

場所 相良村総合体育館 

参加 

者数 
22 名(役場職員＋川辺川ダム砂防事務所職員) 

講師 

熊本大学 田中尚人准教授 

ブンボ株式会社 江副氏 

株式会社オンドデザイン 馬頭氏 

国土交通省川辺川ダム砂防事務所熊谷副所長 

オブザーバー：熊本県球磨川流域復興局・河川課 

第 2回大作戦会議  

日時 令和 5年 9月 7 日（木） 18 時 

場所 相良村総合体育館 

参加 

者数 
43 人(役場職員＋川辺川ダム砂防事務所職員) 

講師 

熊本大学 田中尚人准教授 

ブンボ株式会社 江副氏 

株式会社オンドデザイン 馬頭氏 

国土交通省川辺川ダム砂防事務所 熊谷副所長 

オブザーバー：熊本県球磨川流域復興局・河川課 

第 3回大作戦会議  

日時 令和 5年 11 月 27日（月） 19時 

場所 相良村総合体育館 

参加 

者数 

55 人（地域住民＋相良村役場職員＋川辺川ダム

砂防事務所職員） 

講師 

熊本大学 田中尚人准教授 

国土交通省川辺川ダム砂防事務所 熊谷副所長 

オブザーバー：熊本県球磨川流域復興局・河川課 
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 第 1回・第 2回大作戦会議 

「川辺川大作戦会議」と銘を打って、第 1 回は令和５年６月６日に、2 回目は令和５年９月７日に

役場職員を対象にワークショップを実施しました。 

最初に川を活用した事例等について学び、その後 4～5人ずつのグループに分かれ、「川辺川でやり

たいこと」をテーマに意見を出し合いました。 

「相良村ならではの体験の提供」や「川遊びや SUP体験」など、伝えたい魅力と、その魅力を伝え

るやり方について、今後の取組みの具体化に繋がる多くの意見が集まりました。 

川辺川で人気の鮎釣りについては、「好きではない」「女性に人気がない」などの声が上がりました。

その上で「初心者も楽しめるようにする」、「手ぶらで来ても体験できるようにする」といった、釣り

ファン以外も釣りに親しみやすくするためのアイデアが多く出され、「釣り」が川辺川の魅力の１つ

として村民に捉えられていることを再認識することができました（大作戦会議の意見を踏まえ、計画

する交流拠点は釣り初心者も、本格的に楽しみたい人も、どちらも利用することを想定して計画して

います）。 

中州の活用を望む意見もあり、「橋やロープウェイで中州に渡れるようにする」といった具体的な

アイデアが出ました（今回の計画対象範囲に中州も加えて、その活用を計画しています）。 

また「子どももお年寄りも安全に楽しめること」といった水辺利用において大切にしたいことや、

「SNS を活用した魅力の発信」などのアイデアは、今後の拠点施設の利活用において引き続き村民と

ともに考え、実施していきます。 

 

 第 3回大作戦会議 

村民の意見を積極的に取り入れ、住民参加型の基本計画とするために開催し、村民と職員が多くの

意見を出し合いました。 

会議の中で①情報共有（発信）を考える「川辺川のドア」、②川へのアクセスを考える「川辺川式水

辺の入口」、③水辺の拠点と仕組みを考える「川のほとり」の３チームに分かれて、グループワークを

実施しました。 

参加者からは今回、駐車場、シャワー、トイレ、オープンキッチンなど具体的な施設整備に関わる

意見も出されました。駐車場から水辺までの利用動線についての意見もあり、拠点整備計画の動線計

画に反映しています。オープンキッチンを活用した相良村の特産品の発信というアイデアもあり、交

流拠点施設の中にその機能を置くよう計画しています。 

川あそびの楽しさを伝えたり、地元の高齢者と子どもたちの交流等、交流の具体的な内容に関わる

意見、更に SNS活用やマップ作成など、村の魅力を見つけて、発信するアイデアも多く出されました。 

第１回・第 2回の大作戦会議で収集した意見と同様に、今回の計画に反映する内容と、今後の利活

用や維持管理の考え方とに分けて整理して、魅力の創造・発信に活かしていきます。 
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本計画の基本的な考え方 

4.1 計画策定に向けた取組で見えてきたこと 

相良村復興むらづくり計画（改訂版）等、上位・関連計画の内容や、廻地区での実証実験、職員・住

民が参加したワークショップ、先進地研修などの様々な取組みを通じて得た御意見や知見を踏まえ、今

後、交流拠点整備を含めた本計画を策定する上で念頭に置く必要がある項目について以下のように整理

しました。 

 「村民が気軽に集い、交流する場所づくり」が必要です 

現状、廻地区周辺には村民が気軽に立ち寄って交流できる場所がないため、新たに整備される交

流拠点は、村民が気軽に集い、語り合い、憩い、癒される場所となることが期待されています。ま

た、交流拠点施設で地域活動をしたり、村民の学びの機会があったりなど、村民の生きがいにもな

る場所づくりをする必要があります。 

 

 「村最大の魅力「川辺川」を直に感じられるようにすること」が必要です 

村民が村の最大の魅力と考えている「川辺川」ですが、水辺へのアクセスや、駐車場などが確保

されていないため、川に親しむ機会があまりなく、その魅力を地域内外に知ってもらうことが難し

い状況です。一方、ワークショップや実証実験を通じ、多くの方々が村最大の魅力は「川辺川」で

あり、これを最大限活かすことで、廻地区だけでなく、村内地域に波及効果が広がることを期待し

ていることが分かっています。 

川辺川の魅力を知ってもらう最も確実な方法は、たくさんの人が川辺川を利用して魅力を実感で

きるように、交流拠点をハード・ソフトの両面から整えていく必要があります。 

 

 「交流拠点として継続に維持するための施設規模や、管理・運営方法」が必要です 

新しく整備する交流拠点を、今後継続して維持するためには、無理なく維持管理が継続できるよ

うにすることができる施設の規模を見極める必要があります。 

併せて、施設の管理・運営方法も「官民連携」など多様な手段の活用を検討するなど、村や村民

が過度な維持管理の負担を抱えることにならないような計画策定する必要があります。 

 

 「川辺川と周辺の自然環境を守ること」が必要です 

17年連続「水質が最も良好な河川」に認定されている川辺川の清流は、流域の自然環境が育んで

いるものであり、流域の自然環境保全の取り組みを続けていく必要があります。 

 

 「村民の安心安全に繋がること」が必要です 

現在、廻り観音の横にある地区のコミュニティ施設は、令和 2年の豪雨や令和 4年の台風時の大

雨の時にも浸水被害を受けたことも踏まえ交流拠点づくりに際しては、平常時からの災害の備えや、

災害時にも安全・安心に繋がるものにする必要があります。
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4.2 本計画が目指す姿・基本方針 

 

相良村廻地区の拠点施設は村民が日ごろから気軽に使える身近な施設として、また交流人口

を増やす施設として期待されています。 

川辺川は水質日本一の高いブランド力を持つ一方で、その魅力に触れ合える場や機会がない

ことが課題となっています。 

相良村の交流人口を増やすために、高いブランド力を持つ川辺川の魅力を最大限活かすこと

は、村民が期待している魅力創造の方向性であり、これまで複数回開催された WS では、川辺川

の魅力がどのようなものか、それをどのように伝えたら良いか、村民の知恵が沢山集まりまし

た。 

相良村の魅力創造事業を進める上では、水質日本一の川辺川を守ること、また川辺川を含む村

の地域資源を未来に継承していくこと、すなわち今の魅力を今後長い間、持ち続けることが不可

欠です。 

そのため、川辺川の体験を中心に自然・文化・歴史・産業等、村の本質に触れて、その触れ合

いから生まれる恩恵が、村の経済や環境へ還元される好循環を生むことを、新たな交流拠点が目

指す姿と基本方針として設定します。 
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4.3 基本方針に基づく方向性 

 

 

多くの村民が、川辺川こそ相良村最大の魅力であると考えていることから、川辺川の魅力を伝え

るために必要な取組みを進めます。 

（施策の方向性） 

① 川辺川の魅力を伝えるために必要なモノをつくります 

今後、熊本県が進める護岸整備と併せて、川に降りる階段や坂路など川辺川へのアクセスの向

上に取組みます。また、トイレや更衣室、ライフジャケットなどの道具を収納する倉庫など、川

辺川の魅力を体験するために必要な施設づくりを行います。 

② 川辺川の利用につながるコトを進めます 

廻地区が川辺川の魅力を体験する拠点として定着するように、誰でも安全に楽しめるイベント

や、体験プログラムなどのソフト整備を進めます。 

③ 必要なモノを必要な時に整備します 

交流拠点が長く持続できるよう施設の維持管理の負担軽減策として、まずは、核となる村民が

気軽に立ち寄るための機能や、川辺川体験機能に必要な施設を整備します。交流拠点の利用状況

に合わせて、新たに必要になった施設整備を追加していきます。 
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日常生活の充実や、生きがいに繋がるよう、村民が気軽に利用できる施設をつくります。 

（施策の方向性） 

① 村民の日々の交流の場になる水辺をつくります 

村民が気軽に利用できるように、運動しながら散歩できる散策路や、集い、憩うことができる

広場を整備します。 

② 村の将来を担う人材育成に繋がるコトを進めます 

これまで多くの村民が WSや実証実験に参加して、本事業に関わっています。拠点整備後も、施

設利用だけでなく、企画や運営等まで関わり続けられるような仕組みを整えます。 

③ 色々な人が関わりやすい水辺づくりを進めます 

村内外でまちづくりに関わる人材など、色々な人が関わりやすい水辺づくりを計画します。ま

た行政の財政負担の軽減や創意工夫による集客増を実現し、持続可能な拠点施設とするために、

民間活力の導入に向けた取組みを続けます。 
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人が集うだけではなく、集う人々が村の伝統や産業を感じれる場所として整備し、未来に繋げて

行くことも検討しながら整備を進めます。 

（施策の方向性） 

① 伝統・文化の学びに繋がるモノをつくります 

村の特産品である鮎の伝統的な漁業法の学びの場として、鮎やなや釣り堀等の設置を計画しま

す。 

② 村内の産業への貢献に繋がるコトを進めます 

交流拠点での特産品の販売や利用で、産業への貢献に繋げます。また茶摘み体験や和紙作りな

ど既往の体験や、イベント時のお茶の試飲体験などの交流拠点での実施等の連携を計画します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相良村の魅力として欠くことのできない川辺川の水質や、水を育む周辺の自然環境を未来に繋げ

るための取組みを行うと共に、それら取組みを通じた交流を進めます。 

（施策の方向性） 

① 自然環境にやさしい水辺をつくります 

自然環境にやさしい水辺として、再生可能エネルギーの利用検討や復興住宅材料の活用、多自

然川づくりなどを計画します。 

② 川辺川の自然環境や景観保全を維持するコトを進めます 

川辺川の水質や棲息する生き物等について学ぶ環境学習や、ゴミ拾いや森づくり体験など、村

の自然環境を守る体験などソフトを計画し、交流の基盤となる川辺川の自然環境の維持に取組み

ます。河川整備は、周辺の自然景観と調和する設計にします。 
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4.4 具体的に取り組む施策・事業 

柱建てに沿って、計画の実現に向けて具体的に取り組む事業・施策を、下表に整理しました。 

護岸整備等を中心とした水辺環境整備事業（仮称）と、村の魅力を創造・発信していく魅力創造事業

（仮称）の主に２つの事業として整理し、その他の事業とも連携して施策を進めます。 

 

表- 4.1事業・施策 

基本方針・方向性 施策 メニュー 
   

１．川辺川を核とした拠点づくり 

 

１）川辺川の魅力を伝えるために必要なモノをつくり

ます 

1)護岸整備 
水辺環境整備事業 

2)計画地の基盤整正 

3)交流拠点施設の整備 

魅力創造事業 ２）川辺川の利用につながるコトを進めます 
4)体験プログラムの整備 

5)体験イベントの企画・実施 

３）必要なモノを必要な時に整備します 6)段階的な施設整備 
    

２．村民の活力・営みの持続に繋がる水辺づくり 

 
１）村民の日々の交流の場になる水辺をつくります 

1)コミュニティ施設の整備 

魅力創造事業 

2)屋根付き広場の整備 

3)広場・散策路の整備 

4)健康遊具の設置 

２）村の将来を担う人材育成に繋がるコトを進めます 5)WS・イベントの企画・実施 

 

３）色々な人が関わりやすい水辺づくりを進めます 

6)かわまちづくりの実施 
魅力創造事業 

水辺環境整備事業  
7)民活に向けたサウンディング

調査 
    

３．村の伝統・産業の持続に貢献するコトの推進 

 
１）伝統・文化の学びに繋がるモノをつくります 

1)鮎やなの設置 水辺環境整備事業 

魅力創造事業 2)釣り堀の設置 

２）村内の産業への貢献に繋がるコトを進めます 3)産業体験の企画・実施 魅力創造事業 

    

４. 川辺川の自然環境・景観持続の取組み 

 

１）自然環境にやさしい水辺をつくります 
1)多自然川づくり 

水辺環境整備事業 
2)河川景観の整備 

２）川辺川の自然環境・景観を維持するコトを進めま

す 

3)環境学習の実施 

（水質・生き物・森づくりなど） 
魅力創造事業 

4)環境保全イベントの実施 

（草刈り・ゴミ拾いなど） 
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第5章 拠点施設整備計画 

5.1 拠点施設整備の基本的考え方 

本計画のハード整備の核となる拠点施設の整備にあたっては、これまでの目指す姿や基本方針、施策

の方向性を踏まえ、必要な機能や施設配置を計画しています。 

 

5.2 計画対象地の概要 

 位置 

拠点施設は、廻地区において計画します。計画地がある廻地区は、相良村の中央部付近の川辺川中

流域に位置しています。 

 

 

図－ 5.1計画地の位置図  
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 地域の特性 

 岩場と中州のある水辺 

廻地区付近では、川辺川の他の水辺には見られない大きい中州があり、また、景観的な特徴にもな

っている岩場があります。岩には、屏風岩、誕生岩などの名前がつけられていて、夏には、川辺川へ

の飛び込みや、釣りのスポットになっています。 

 

 

図－ 5.2廻地区付近の水辺の特徴（岩場や中州がある水辺） 

 

 廻り観音 

廻り観音は、相良三十三観音めぐりのうち 18 番札所です。瓦葺き

屋根のお堂が建つ崖上からは川辺川の激しい流れを見ることができ

ます。まさに絶景です。お堂には、室町時代のものと思われる鉄製の

菊花文の鰐口が下げられており、照明の石灯篭は江戸時代に寄進され

たものです。 

ご本尊は、木造聖観音立像、蓮第には二体の小仏像も立っています。 

古くから「ホクロの神さん」と言われ、祈願するとホクロが目立た

なくなったり、別の場所に移ったりすると言われています。また、牛馬を守る観音として、牛馬の

子どもが生まれたら参拝する習わしがあります。 

 

 河童の墓 

「かっぱ」は相良村のイメージキャラクターに採用されており、

清流川辺川にも生息していると言われています。 

この河童の墓は、廻地区内の道路わきに祀られており、横には命

を助けてもらったカッパが恩返しに魚を届けたという「廻りサカマ

の河童伝説」に関する看板が設置されています。 
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5.3 拠点施設の機能について 

 拠点整備に向け導入する必要がある機能の検討 

基本方針等に基づく、各機能の導入に向けた考え方は次のとおりです。 

 川辺川へのアクセス機能 

川辺川へのアクセス機能は、熊本県が行う河川環境整備として進められるよう、県と連携していき

ます。 

① 階段 

川辺川をより身近に感じてもらうため、水辺に降りるため

の階段を計画します。 

② 坂路 

SUP やテントサウナなど、川辺川での体験に必要な道具類

の搬入・搬出しやすくするための坂路を計画します。 

③ 緩勾配法面 

川に近づいたり、休んだり、眺めたり、滑ったりを楽しめる

よう水辺の法面に緩やかな勾配を設けることを計画します。 

 

 水辺の休憩・交流機能 

① 多目的広場 

川辺川での体験に必要な安全指導やキッチンカーなどを活

用した水辺イベント、バーベキューなど、水辺で人が楽しむ

ことができる広場を計画します。 

② 屋根のある広場 

日差しが強い夏期や雨天時など、川での体験の途中に休憩

することができる屋根のある広場を計画します。 

屋根のある広場は、施設として新たな機能を追加したい時、

壁をつければ建物として活用可能な設計とします。 

③ 交流スペース（拠点施設内） 

拠点施設内に、村内外の人が休憩したり、交流したりでき

る空間を設ける計画とします。 

④ 軽食調理機能（拠点施設内） 

イベント時等に軽食の準備が可能な調理の機能を整えま

す。また料理教室など特産品を広めることに繋がるオープン

キッチンの設置も計画します。 

 

 

 

 

 

図－ 5.4 多目的広場の利用のイメージ 

図－ 5.5 屋根のある広場イメージ 

図－ 5.6 中州へ渡る橋のイメージ 

図－ 5.3 川辺川へ下る階段と坂路のイメージ 
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 川辺川の体験機能 

① 鮎やなや釣り体験の水辺 

相良村を強くイメージできる「川辺川の鮎」や、昔の漁法

である「鮎やなを知る場」として、新たに鮎やなを設置する

計画にします。 

併せて廻地区の水辺は、もともと鮎釣りのスポットである

ことから、鮎釣りを本格的に楽しみたい人はより使いやすく、

釣りを始めて体験は安全にできる水辺づくりを計画します。 

② 快適に川辺川体験を行うための施設 

安全に川遊びを楽しむために必要なライフジャケットやＳ

ＵＰなどの道具を収納しておく倉庫や、汚れた手足を洗う洗

い場、川に入る前後に着替える更衣室など、快適に川の体験

を行うことができる施設を計画します。 

 その他導入する必要がある機能 

① 遊び・健康づくりの機能 

小さな子ども連れの家族にも利用しやすい安全な遊び方が

できる機能や、健康器具の導入で高齢者の方が気軽に健康づ

くりの場として利用できる機能を導入します。 

② キャンプができる機能 

廻地区でのキャンプは、実証実験の参加者からも好評で、

参加者からは「川辺川の美しい景観の中、水辺でキャンプで

きること」に魅力を感じる声をアンケートの中でももらって

います。一方で整備する施設については維持・管理の負担軽

減の観点から最小限にとどめ、必要に応じて拡張していくこ

ととしていきます。このようなことからキャンプに対応する

機能として最低限必要な水回り施設（炊事場・トイレ・シャ

ワー）などを整備します。 

  

図－ 5.7 釣り堀での体験のイメージ 

図－ 5.7 健康づくりのイメージ 

図－ 5.7 水辺のキャンプイメージ 

図－ 5.7 鮎やなイメージ 
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③ 散策路 

駐車場から川辺川の展望場所やアクセス階段・坂路へ、ま

た廻り観音へと導く散策路を計画します。 

④ 環境学習機能 

河川整備に併せた水際の整備の際には、環境に配慮した

分散型落差工の設置や、中州をフィールドとした森づくり

体験など、環境学習ができる場を整えます。 

 

 将来的に追加が想定される機能 

今回の拠点整備については、利用状況にあわせて施設を

追加する方針をしており、現時点では、民間企業等からの

参画があった場合に新たに追加する機能として、次のもの

を想定しています。なお、現時点で想定している内容以外

にも地域内外から追加する機能等の御意見があった時に

は、その必要等を検討していきます。 

① 物産加工・産直販売機能 

現在相良村には村管理の物産加工所がなく、特産品の開発には茶湯里から場所を借りている状

況であり、農林業などの地域産業と連携した、物産加工や産直販売の機能導入を想定します。 

② 飲食物を提供することができる機能（カフェ・レストラン等） 

この機能は、今回整備する拠点施設の集客力を上げる機能として、重要であり、社会状況の変

化に素早く対応するためにできるだけ民間のノウハウを活用した運営となっていることが望ま

しいと考えます。 

 

 

  

図－ 5.10 散策のイメージ 

図－ 5.10 森の中の体験イメージ 
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 ゾーニング 

前節で検討した導入する機能と現地の地形や自然環境や景観等を考慮し、計画エリア内の大まかなゾ

ーニングを次の図のとおり設定します。 

 

 

図－ 5.11廻地区のゾーニングの考え方 

 

表- 5.1各ゾーンの概要 

ゾーン名称 エリア名称 特徴・機能 

拠点ゾーン 駐車エリア 村道から一番近い場所に位置します。車でアクセスした人の拠点施設や水

辺への動線の起点となります。 

拠点施設エリア 拠点施設を配置するエリアです。このエリアを拠点に水辺や広場で川辺川

の清流を感じてもらえる取組みを展開します。 

川辺川 

本格体験 

ゾーン 

川流れ・SUPエリア 川辺川本流の中でも比較的流れが緩やかなエリアです。穏やかな水面で川

を流れたり、ＳＵＰを楽しんだりすることを想定しています。 

飛び込みエリア 川へと飛び込み可能な、比較的水面から近い岩場があるエリアです。安全

に十分配慮してこのエリアから飛び込んで下流へと川を流れて楽しむこと

を想定しています。 

アユ釣りエリア アユ釣り客が見られるエリアです。川遊びを楽しむ人と釣り客とが一緒に

楽しめるゾーンにするため、それぞれのエリアに区分しています。 

公園ゾーン 鮎やな体験エリア 伝統的漁法の鮎やなが体験できるエリアです。 

釣り・水遊び 

体験エリア 

川辺川本流よりも、より気軽に川と触れ合えるエリアです。初心者や小さ

な子どもでも安心して釣りや水遊びの初心者も楽しめるエリアとして設定

しています。 

散策・休憩エリア

（健康づくり地点） 

村民や来訪者が気軽に立ち寄れるエリアとして設定しています。エリア内

に健康づくりに役立つ器具がある健康づくり地点も配置する計画です。 

森林体験エリア 現況の樹木も残しつつ、親しみやすい森づくり体験や環境学習を行うエリ

アとして設置しています。 

芝生広場エリア 実証実験で好評だったキャンプや広いスペースを活用したマルシェなどの

イベント開催を行うことができます。 

水辺広場エリア 水辺体験の拠点となるエリアです。体験前に必要なレクチャーや準備など

をすること等を想定しています。 

参拝・眺望エリア 廻り観音の参拝と、川辺川の眺望を楽しむエリアです。社会実験と同様に

移動式茶屋でのお茶会の開催の場などを想定しています。 

健康づくり・遊び 

エリア 

中州の先端のエリアです。健康づくりや遊び場として計画します。このエ

リアを目指して散策やサイクリングなどを楽しむことを想定しています。 
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5.4 施設配置計画 

 施設配置計画 

ゾーニングした各エリアに、下図のとおり施設配置を計画しました。次頁より、敷地全体の施設配

置計画図と拠点建物の平面図およびイメージを掲載します。資料編に横断図を掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図－ 5.12 施設配置計画（イメージパース鳥観図） 
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図－ 5.13 施設配置計画平面図  
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 交流拠点施設 

これまでの検討内容も踏まえ、建物は最小限の面積に抑えます。あわせて施設の拡充にも対応する

ことを見据えた多目的スペースを整備します。 

また、施設は現地の景観や環境にも配慮するため、木造平屋建ての建物を計画します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 5.14 拠点施設の平面図及び利用イメージ 

A棟 B棟 C棟 倉庫 
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A 棟 川辺川体験やキャンプなど水辺の活動を快適にする施設 

 

トイレ・シャワー室や炊事場を計画して

おり、鮎焼き場も設けています。 

より多くの人が川辺川と水辺の体験を快

適に楽しめるように計画しています。 

 

 

 

 

 

 

 B 棟 拠点施設内の交流スペース 

オープンキッチンを計画しており、料理

教室や特産品の研究、イベント時の軽食

の提供などが可能です。 

また広々とした空間は、利用ニーズに合

わせて様々な活動が自由にできるように

計画しています。健康教室など地域のコ

ミュニティ施設としての活用も想定して

います。 

 

 

 

 

C 棟 屋根のある多目的スペース 

日差しの強い日や雨の日などの休憩場

所として利用できます。 

将来的にニーズに合わせて壁のある屋

内施設にリノベーションすることも可

能です。 

 

 

 

 

川辺川体験の道具を収納する倉庫 

安全に川に入るためのライフジャケットなど川辺川の体験など 

に使用する道具を収納する倉庫の設置を計画しています。  
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5.5 動線計画 

 日常の散歩の動線 

日常の散歩の動線は、短距離コース（約 250ｍ）と長距離コース（約 1,000ｍ）の２つの動線を設定

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 5.15日常の散歩の動線・利用イメージ 

 

 水辺への動線 

車で訪れた人が、駐車場に停めて川辺川にアクセスする際の動線を整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 5.16 水辺利用の動線・利用イメージ  
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 アクセスルート 

施設までは、人吉方面から 445 号を北上するルートと五木村から 445 号を南下するルートが考え

られます。施設整備に併せ、看板の設置や一部道路幅の拡張も必要です。 
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第6章 施設の管理・運営方法 

6.1 想定される管理運営方法の比較検討 

管理運営方法は下表に示すとおり、第 3セクターによる場合や活動団体等と行政が運営に関わる場

合、指定管理者や Park-PFI による場合などがあります。第３セクターは地域や住民のためのサービ

スを提供しますが、一方で低廉な価格設定等により、施設の独立採算による運営が困難になる事例も

少なくありません。行政が事業者に委託費を支払い、赤字の場合は管理運営費を補填することになり

ます。この点も踏まえ、廻地区の交流拠点施設は、人材育成が期待できる下表 B）の「活動団体等を

主体に官民協働」で運営を開始します。村の未来を担う人材の育成の場として、交流拠点施設の在り

方や利活用の方向性が定まったら、民間の創意工夫の導入となる運営方法の移行を図ります。 

表- 6.1 管理運営方法 

運営方法 A)第 3セクター B)活動団体・官民協働 C)指定管理者・Park-PFI 

廻地区拠点施設での（案） 

× 〇（当初） 〇（将来） 

第３セクターの運営に
対し村による運営費補
填が既にある状況で、
更なる負担は難しい 

行政の負担が予想さ
れるが、人材育成に
繋がり、持続可能な
運営となる 

委託内容や条件を十分
準備し、指定管理や
Park-PFI への移行を図
る 

 

   

 対象施設 主な維持管理内容 A)第 3セクター 
B)活動団体-官民協
働 

C)指定管理者・Park-
PFI 

ハ
ー
ド 

拠点施設 清掃・建築物管理 
第 3セクター 

活動団体 
住民 
村（協力隊）等 

委託先（村委託） 

施設周辺 
清掃・植物管理 

工作物管理 県・村・第 3セクター 県・村・活動団体等 指定管理者等・県・村 

ソ
フ
ト 川辺川含

む全ｴﾘｱ 

利用料・体験料徴収 

第 3セクター 
活動団体 
住民 
村（協力隊）等 

委託先（村委託） 

ｲﾍﾞﾝﾄ等企画・運営 

利用者指導 

巡視・保安警備 

救急対応 

評価の視点 

村の意向の運営への

反映しやすさ 

○ 〇 △ 

反映が基本（地域や住
民のためのサービス提
供は必須 

反映しやすい（例：
移住・定住の取組み
との連携） 

委託先の方針第一で、
村の意向や施策の反映
が難しい場合もある 

運営の創意工夫によ

る維持費・運営費減 

△ 〇 〇 

創意工夫内容が限定的
な事例が多い 

地域の人材を活かし
た創意工夫可能 

企業による創意工夫可
能 

人材育成 

△ 〇 △ 

まちづくり人材の育成
には繋がりにくい 

まちづくり人材を育
成する場・機会とし
て活用可能 

村民が関われない場
合、人材育成の場・機
会として活用できない 

効果の発現 

△ △ 〇 

費用対効果で厳しい評
価となる事例が多い 

効果発現まで時間を
要する場合あり 

成果が見えるのが早い
場合もある 

行政の 

運営に係る負担 

〇 △ 〇 

行政の負担の軽減大 行政の負担の軽減小 行政の負担の軽減大 

費用負担 

× △ △ 

赤字の場合、管理運営
費の補填が必要 

軌道に乗るまで行政
による支援必要、維
持管理費は村で負担
が基本 

村の委託のため、費用
負担の軽減にならない
可能性がある 

表- 6.2 水辺拠点の事例①（官民協働のかわまちづくりの中で Park-PFIを実施） 



 

44 
 

6.2 施設管理の基本的な方向性 

管理運営方法の比較検討も踏まえ、村としては、次のような方向性で進めて行きます。 

① 第 1段階：拠点地の整備後当面の間 

令和 6年度から広場や最小限の拠点施設などの整備が完了した後の当面は行政主導で取組みを

進めて、村民の参加を促しながら水辺の管理運営を行うことを想定していますが、できるだけ早

い段階から民間企業に参画して頂けるよう、令和 6年度から取組みをはじめます。 

② 第 2段階：民間企業等の参画が可能となった時点 

次のステップとして、行政の負担軽減と民間企業の創意工夫を活かした拠点づくりを目指しま

す。具体的には、指定管理や Park-PFIなど運営の民間への委託を視野に、第一段階での施設整備

を並行して委託の内容や方法の検討などを検討・準備します。指定管理など民への委託以外にも、

拠点施設を活用し、カフェやレストランなど新たなビジネスを起こすための場所を提供したり、

企業の投資による新たな拠点棟の整備したりすることも視野に入れています（下記参照）。 

 

当初施設（屋根付き多目的スペース） 
やりたいことに合わせ壁や間仕切りを設置し活用 

（経営者から賃料を徴収） 

  

当初施設配置 
手を挙げた企業等の投資による追加施設の整備 

（経営者から借地料を徴収） 

  

図－ 6.1民間活力導入で成長する拠点施設のイメージ 
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第7章 事業の推進体制・スケジュール 

7.1 事業の推進イメージ 

川辺川魅力創造事業は、実証実験や大作戦会議など、村民と共に進めてきた事業であり、引き続き、

村民の皆様と一緒に取組むこととします。 

村民が日常気軽に利用したり、一緒に賑わいをつくるための取組みを考えたり、イベントを企画し

たり参加したりすることが水辺の賑わいを育てます。 

かわづくりとまちづくりが融合した「かわまちづくり」として、村民と共に水辺づくりを進めてい

くことができるように、今後も意見交換の場や検討の機会を設けていきます。 

拠点を整備することが目的ではなく、この場所を活用した取組が一体的に進めれることで持続可能

な拠点整備を行うとともに、相良村・国・県が連携し事業を進めることで、共通認識のもと、計画に

沿った実施や景観が保たれ、他の地域にはない「さがら（川辺川）スタイル」で事業を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 7.1 川辺川魅力創造事業の推進イメージ  
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7.2 計画実現に向けた推進体制 

魅力創造事業や河川環境整備事業を通じて様々なポテンシャルを持つ人材を発掘し、相良村の伝統・

文化・環境を継承する人材として育成していくことを視野に、事業を進めていく体制を整備します。 

現時点での推進体制のイメージは下図のとおりです。 

相良村の魅力を創造する「相良村魅力創造会議」を中心に、川辺川魅力創造事業を委員と協議し事業

を推進します。また、相良村魅力創造会議は、相良村全域に係ることから今後整備される遊水地や拠点

施設、既存の施設などの事業も協議する場であることからその他の事業とも連携することが期待できま

す。また、川辺川魅力創造事業の推進のため引き続き実証実験や大作戦会議（WS）を開催し、事業の発

展を目指しつつ、人材の確保や企業との連携を図れる体制とします。 

なお、大作戦会議内では各種 WGが立ち上がり詳細な検討や部会としての機能も有するものとします。

川辺川魅力創造事業の推進により、他事業の指標となり同様の効果及び同様の事業手法が活用できるよ

うになることも目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－ 7.2 計画推進体制 

 

 相良村魅力創造会議 

 遊水地  その他事業・既存施設 

  村民・来訪者 
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7.3 本事業のスケジュール 

交流拠点施設は、令和 8年度のオープンを予定しています。交流拠点施設オープン前の期間は、鮎や

なの準備や仮設階段の設置、川遊び体験の実施など、交流拠点施設の完成を待たずに実施可能な取組み

を進めていきます。また交流拠点施設のオープン後も引き続き、村民の方々と共に水辺を育てて村全体

に恩恵を広げるための取組みを続けていく予定です。表- 7.1 本事業のスケジュール 

 

 役割分担（当初主導◎） 令和 5年 

 

村 

 

県 

 

国 

 

団

体

・

企

業

等 

村

民 

計画・ 

設計・ 

工事 

柱建て 施策（案） 

１．川辺川を

核 と し た

拠 点 づ く

り 

１）川辺川の魅力を伝えるた

めに必要なモノをつくり

ます 

 〇    1)護岸整備 

〇 〇    2)計画地の基盤整正 

〇     3)交流拠点施設の整備 

２）川辺川の利用につながる

コトを進めます 
◎ 〇 〇 〇 〇 4)体験プログラムの整備 

◎ 〇 〇 〇 〇 5)体験イベントの企画・実施 

２．村民の活

力・営みの

持 続 に 繋

が る 水 辺

づくり 

１）村民の日々の交流の場に

なる水辺をつくります 
〇     1)コミュニティ施設の整備 

〇     2)屋根付き広場の整備 

〇     3)広場・散策路の整備 

〇     4)健康遊具の設置 

２）村の将来を担う人材育成

に繋がるコトを進めます 
◎ 〇 〇 〇 〇 5)かわまちづくりの実施 

３．村の伝

統・産業の

持 続 に 貢

献 す る コ

トの推進 

１）伝統・文化の学びに繋が

るモノをつくります 

 

〇   ◎  1)鮎やなの設置 

◎ 〇  〇  2)釣り堀の設置 

２）村内の産業への貢献に繋

がるコトを進めます ◎   〇 〇 2)産業体験の企画・実施 

４. 川辺川の

自然環境・

景 観 持 続

の取組み 

１）自然環境にやさしい水辺

をつくります 
 〇    1)多自然川づくり 

 〇    2)河川景観の整備 

２）川辺川の自然環境・景観

を維持するコトを進めま

す 

◎ 〇 〇 〇 〇 
3)環境学習の実施 

（水質・生き物・森づくりなど） 

◎ 〇 〇 〇 〇 
4)環境保全イベントの実施 

（草刈り・ゴミ拾いなど） 

５．持続可能

な モ ノ づ

くり、施設

運営 

１）必要なモノを必要な時に

整備します 
◎   〇  1)段階的な施設整備 

２）色々な人が関わりやすい

水辺づくりを進めます ◎   〇  2)民活に向けたサウンディング調査 

川辺川魅力創造事業基本計画 
拠点施設及び周辺基本設計 
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令和 6年 令和 7年 令和 8年 令和 9年 令和 10年 

 

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                        

コミュニティ施設建物整備 旧コミュニティ施設解体・撤去 

屋根付き広場整備 
村
民
の
多
く
が
日
常
的
に
利
用 

広場・散策路詳細設計 広場・散策路整備 

健康遊具の設置 

さがらかわまち会議（仮称）設立、テーマごとの検討・実証実験企画・運営（テーマ例：川遊び体験、鮎やな、釣り、伝統・産業（食）、環境など） 

釣
り
拠
点
と
し
て
定
着 

鮎やな設置準備（設置・撤去方法など） 

釣り堀設置準備（内容検討・運営者募集・実証実験など） 

鮎やな設置 鮎やな設置 

企画・実施 企画・実施 

釣り堀設置・運営 

企画・実施 

伝
統
文
化
に
触
れ
る
体
験
が
定
着 

企画・実施 企画・実施 

既往の取組の継続（鮎焼き・お茶の試飲など） 新たな体験の企画・試行 

拠点施設詳細設計 

水辺環境整備工事（護岸・階段など一部） 

拠点施設建物付近基盤整正 
拠点施設建物整備工事 

水辺広場付近整備 

日
本
一
の 

水
質
を
維
持 

鮎やな設置 

水辺環境整備工事（未整備箇所）※利用状況に合わせて実施 
民活のための追加整備検討・実施 ※状況に合わせて実施 

交
流
拠
点
施
設
完
成 

利
用
開
始 

官主導、民との連携で実施 民主導に徐々に移行 

企画・実施 企画・実施 企画・実施 企画・実施 企画・実施 

民主体の企画・体験 
企画・実施 企画・実施 企画・実施 

仮設階段設置 体
験
拠
点
と
し
て
定
着
・多
く
の
利
用
者 

拠点建物付近整備 

護岸・階段等一部整備 仮設階段設置 

広場等水辺付近整備 

利用状況に合わせた整備の検討・実施 

拠点施設建物整備 

人材発掘 人材育成 

企画・実施 企画・実施 

拠点施設詳細設計 

拠点施設詳細設計 

鮎やな設置 

人材発掘 人材育成 

 

人材発掘 人材育成 

多自然かわづくり設計 

河川景観設計 

多自然かわづくり 

河川景観整備（河床ブロック撤去など） 

人材発掘 人材育成 

追加の整備検討 一
部
施
設
を
民
間
の

創
意
工
夫
で
運
営 

環境学習・イベント等の継続 

追加の整備 

サウンディング準備 サウンディング サウンディング 

企業誘致 企業探し 企業探し 



 

 
 

資料編   

資.1水辺拠点の事例②（官主導でかわまちづくりを開始し活動グループ育成に繋がった事例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 木伏緑地 

川 名 北上川 

場 所 岩手県盛岡市 

概 要 北上川沿いの約 200 メートルの帯状の公園（木伏緑地）について 2019 年 9 月から公募設置管理制度(Park-PFI)を利用し

て、民間と行政が管理・運営している事例。市内中心部を流れ、歴史的に市民に親しまれてきた、良好な観光資源でもある

北上川、中津川の河川空間を活用。街なかの賑わい創出や観光振興に繋げる多くの取組みを市民、地域団体（商店街振興組

合や町会で構成される舟運の会）、民間（Park-PFI民間事業者、ミズべリング中津川等）、国、市が連携し実施。 

 

効 果 市内の年間入込客数の推移は、かわまちづく

り事業の開始以降、着実に増加。「盛岡市観光

推進計画（5ヶ年計画）」において、平成 31年

度までの目標数 500万人をＨ27・Ｈ28・H30と

達成し、令和元年は更に 519万人に伸びた。令

和 2 年度と令和 3 年度は新型コロナ感染症の

影響により 324万人、310万人に減少したが、

現在、まちなかイベントや沿川 P-PFI施設等か

わまちづくり懇談会 （市民活動関係者・学識

経験者・行政機関） H21発足とも連携し、withコロナにおける屋外空間の居場所づくりとして、様々な利活用を推進して

いる。 

運 営 市が管理する“みんなの”公園の中に、民間がカフェやショップといった営業行為を行える部分（7店舗が営業）、営業

を行わないが管理運用する部分が設けられている。 

体 制 エリア全体での効果的な取組みのた

め、懇談会など、多様な関係主体による

一体・連携の枠組みを構築。 

維持管理は各施設管理者が行い、運営

は活動団体主体に実施。行政側はその

支援を行い、協働で進めている。 

出典 盛岡市ホームページ 

令和 4 年度かわまち大賞を受賞しました！｜盛岡市公式ホームページ (city.morioka.iwate.jp)  

https://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/keikaku/toshikei/1042090.html


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 玉名市高瀬地区 

川 名 菊池川 

場 所 熊本県玉名市 

概 要 ・平成 24 年度かわまちづくり協議会立ち上げ（玉名市・国交省） 

・平成 25 年度かわまちづくり実行委員会立ち上げ（玉名市・国交省） 

・平成 26～28 年度までかわまちづくりの活動が行われていなかったため、国交省と玉名市で、 

かわまちづくり実行委員会メンバー（地域のキーパーソン）に水辺利用に係る意見を聴取した 

上で、行政主導での菊池川の水辺利用の試行を実施 

・平成 30 年以降も水辺利用の試行は続き、徐々にかわまちづくりの主体が国交省から玉名市と 

「菊池川おおかわの会」（以下、「おおかわの会」という。）へと移行 

・令和 6 年現在もおおかわの会を中心に水辺の利活用や賑わい創出の取組みが継続して進めら
れており、令和 5 年にはおおかわの会以外のグループ（玉名地域デザイン協議会）が主催し、
菊池川の水辺でイベント「knowledge.（ノウレッジ）」を開催 

効 果 おおかわ会の活動が長く継続し、水辺 
やまちの賑わい創出に貢献している 
こと、イベントの運営などの活動を 
通じて地域のキーパーソンに繋がり 
ができ、新たなまちづくりの動きに 
繋がっていることが、主な効果とし 
て挙げられる。  
新たなまちづくりの動きとして、ノウ 
レッジなどのイベント開催や、おお 
かわの会のメンバーでもあるご夫婦 
が病院跡の建物をリノベーション 
し、カフェと宿泊施設を備えた HIKE 
をオープンしたことがある。HIKE は 
新たな水辺のシンボルとなり、遠方 
からも多くの人が訪れる人気のスポ 
ットになっている。 
 
 

 "knowledge.（ノウレッジ）"のコンセプト： 

九州の中でも有数の農作物に恵まれた産地、熊 

本県玉名市。素晴らしい生産者たちとそれらを   knowledge.（ノウレッジ） 

美味しく調理する料理人たちが九州中より一同 

に集い、食や農を通じて玉名より発信。 

"knowledge.（ノウレッジ）"は地元の恵まれた  

資源を伝えるべく菊池川の壮大な景色を眺める 

原っぱに誰もが楽しめる空間が広がります。心 

地よい音楽を聴きながら美味しいものを食べた 

りお買い物したりワークショップやアクティビ 

ティで遊んだり。広大な原っぱにお気に入りの 

シートやタープを持ち込んで大人から子どもま 

でピクニックをお楽しみいただけます。たくさ 

んの気づきをこの場所で 

運 営 ・水辺のイベント等の運営はおおかわの会が主体となり、玉名市や国交省が支援している（おおかわの会 

の構成員には行政関係者も多いが、市民の立場で参加）。 

・おおかわの会のメンバーが属している別のグループが主催するイベントも行われている。 

体 制 ・おおかわの会は緩やかな繋がりとして、NPO 法人化等は行わず、事務局を中心に地域住民で年に数回の

会合と主催するイベント等の企画・運営を行っている 

出典 ・おおかわの会 | 菊池川おおかわの会 | 玉名市 (kikutiookawa.wixsite.com)  

・HIKE - 誰もが集い、“カタル”場所 (hike-tamana.com)  

・knowledge（ノウレッジ）2023 年 11 月 26 日は原っぱで 食べて遊んで 学ぶ一日を！ 

(knowledge-tamana.comtamana.com) 

菊池川おおかわの会主催のイベントのリーフレット 



 

 
 

 

資.2 WS実施結果概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

資.3 実証実験後のアンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 



 

 
 

 

図－ 0.1横断図（断面－A、断面－B）

 

図－ 0.2横断図（断面－C、断面－D）



 

 
 

裏表紙
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